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改 正 案 現 行

子育てエコホーム支援事業補助金
交付規程

子育てエコホーム支援事業補助金
交付規程

令和６年１月１７日作成
新設

令和６年１月１７日作成
令和６年２月２９日改正

第１７ 取得財産の処分
エコホーム支援事業者及び共同事業者は、本補助金等の交付を受けて取得し、

又は効用の増加した財産については、善良なる管理者の注意をもって管理し、補
助事業完了後10年間は国土交通大臣の承認なく補助金の交付の目的に反して使用
し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊してはならない（本補助
金の交付を受けた住宅を、住宅として販売、譲渡又は貸し付け等を行う場合を除
く。）。ただし、災害又は火災により使用できなくなった場合、立地上又は構造
上危険な状態にある場合の取壊し又は廃棄に該当する場合には、別表３に定める
財産処分承認申請書を本事務局に提出することによって、承認を受けたものとみ
なす。

第１～第１６ （略）

第１７ 取得財産の処分
エコホーム支援事業者及び共同事業者は、本補助金等の交付を受けて取得し、

又は効用の増加した財産については、善良なる管理者の注意をもって管理し、補
助事業完了後10年間は国土交通大臣の承認なく補助金の交付の目的に反して使用
し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊してはならない（本補助
金の交付を受けた住宅を、住宅として販売、譲渡又は貸し付け等を行う場合を除
く。）。新設

第１～第１６ （略）

別表 （略） 別表 （略）

附則
この規定は、令和６年１月１７日から適用する。
新設

第１８～第２６ （略） 第１８～第２６ （略）

附則
この規定は、令和６年１月１７日から適用する。
附則
この規定は、令和６年２月２９日から適用する。


